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１．研究課題 

（和文）イギリス海上保険における問題点の検討―改革か伝統的解釈の固守か― 

（英文）Problems of Marine Insurance in United Kingdom 

 

２．研究期間 

２年間 

 

３．研究の概要（背景・目的・研究計画・内容および成果 和文 600字程度、英文 50word 程度） 

（和文） 

 国際貿易取引に関係する海上保険は、海上保険の国際的中心とされるロンドンマーケットが

きわめて重要な役割を果たしており、また、世界中の国が再保険市場をイギリスに求めている

のが実情である。したがって 海上保険契約を研究する際には、必然的に英文保険証券（船舶

約款や貨物約款等）や 1906 年イギリス海上保険法（Marine Insurance Act 1906 ; MIA）の研

究が必要となる。 

 昨今のマリン・マーケットでは、消費者向け保険における消費者保護の流れが企業向け保険

分野にも向けられたため、被保険者サイドに不利となる条項・条文等の再検討がなされて、た

とえば、1982 年協会貨物約款が改正され、2009 年協会貨物約款が制定されている。 

 他方、制定から 100 年経過した MIA についても、1906 年以前の多数の判例をベースに制定

された判例法であって、損害保険の種類も多様化するにつれ、海上保険分野以外の判例も積み

上がってきたため、1980 年以降、保険契約に関する一般的な規律につき議論が展開されてきた。

そして MIA 制定後、ちょうど 100 年の節目を迎えた 2006 年になって、同法の改正案がにわか

に浮上しはじめ、イギリスの法律委員会（Law Commission）が各方面から意見聴取を行った

うえでレポートを公表した。改正賛成派・改正反対派の意見が交錯する中で、一時棚晒しの様

相を呈していたが、2012 年にイギリス消費者保険法（Consumer Insurance(Disclosure and 

Representations)Act 2012）が制定され、さらに 2015 年 2 月 12 日にイギリス保険法(Insurance 

Act)が制定―2016 年 8 月 16 日発効―されるに至った。イギリス保険法は事業者向けの保険契

約（non-consumer insurance contract）を対象としており、本法制定が引き続き維持されてい

く MIA にどのような影響を及ぼすのかを含め、イギリス海上保険における種々の問題点につき

分析・検討した。  



研（様式１６－３号） 

Chuo University Grant for Special Research 

（英文） 

 Marine insurance plays an important role in international trade. It is highly specialized, 

representing a variety of risks and accordingly specialized types of insurance covers to 

match them. Marine Insurance has its origin in Italy, but in the present the major marine 

insurance market is the London market and English law has the dominant role worldwide 

in marine insurance practice. Therefore, it is necessary to understand the English Clauses 

― Institute Cargo Clause, Institute Time Clauses(Hulls),etc. ―and English Laws ―

Marine Insurance Act 1906,etc.―  for studying marine insurance contract(law).  

This study tried to describe some views for the problems of marine insurance contract 

(law) in the United Kingdom.   
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